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１ 計画の背景・目的 

道路下水道局では，福岡市全体の「福岡市アセットマネジメント基本方針」の策定（平成

20 年 9 月）を受け，道路施設のうち，まず橋梁へのアセットマネジメント維持管理手法を

導入するために，平成 21 年度に「福岡市橋梁長寿命化修繕計画」を策定し，計画的な補修

を順次進めています。 

福岡市が管理する道路施設には，橋梁以外にも，トンネル，アンダーパス，横断歩道橋，

標識及び道路照明灯と大小さまざまな施設があり，維持管理に大きなコストを要するもの，

施設量は多いが構造的に小さいもの，施設の損傷が利用者被害や快適性に影響するものなど

さまざまです。 

道路照明灯については，道路付属施設として位置づけられており施設量が非常に多く，ま

た，高度成長期に設置されたものが今後大量に老朽化を迎えるため，予算の平準化の観点か

ら，従来の対症療法的な維持管理手法から，長期的かつ計画的な維持管理を行うための計画

が必要不可欠です。 

本書は，福岡市が管理している道路照明灯（直営灯）において，アセットマネジメント維

持管理手法を参考に，「道路施設アセットマネジメント基本方針」に基づく個別施設計画と

してまとめたものです。 

 

 

図 1 福岡市におけるアセットマネジメントの考え方 

 ■福岡市におけるアセットマネジメントの方向性 

・ 既存ストックの有効活用 

・ 計画的かつ効率的な維持管理への転換 

・ 財政の健全化 

・ 市民ニーズや社会的要請への対応 

・ 説明責任の確保と市民との共働 

■目標となる具体的な取組み内容 

・ 施設の長寿命化と投資の平準化を図る取組み 

・ 施設運営・保守管理の効率化を図る取組み 

・ 既存施設等の有効活用を図る取組み 

・ “管理”から“経営”への転換を図る取組み 

・ 市民ニーズの変化や新たな社会的要請に対する取組み 

・ 市民との共働や説明責任（アカウンタビリティ）を果たす取組み 

早急に取組むべき施策 
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２ 対象施設 

本書で定める計画の対象施設は福岡市が管理している道路照明灯（直営灯）です。直営灯に

ついて，2.1 管理基数，2.2 経過年数，2.3 光源種別，2.4 柱種別の現状をそれぞれ示します。

ここで，2.1～2.4 については「道路維持管理システム」の平成３１年３月時点のデータを集

計した結果です。 

 ※項目【不明】は地域からの譲渡など 

 

 2.1 管理基数 

平成３０年度末の管理基数は約３万７千基です。 

表 2 管理区別の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       図 2-1 管理区別の割合 

 

 2.2 経過年数 

照明用ポールは設置場所，気象条件および交通量などの使用環境によるストレスにより，

腐食や金属疲労などの経年劣化を起こします。日本照明工業会が公表している「鋼製照明用

ポール点検・診断のすすめ※参考 1-1」において，設置後 30 年以上経過した鋼管柱には危険な

腐食が見られる割合が高くなるとされており，溶融亜鉛メッキを施した鋼管柱の基本使用年

数は 30 年が目安とされています。福岡市が管理する直営灯には，設置後 30 年以上経過し

たものが全体の 8.1％と約 3,000 基存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 直営灯の経過年数，管理基数における経過年数の割合 

管理区 管理基数 [基]

東区 7,121

博多区 6,434

中央区 5,028

南区 6,167

城南区 2,776

早良区 3,685

西区 6,122

計 37,333

[基] 
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 2.3 光源種別 

光源種別では水銀灯が最も多く，全体の４3%と約 16,000 基設置されています。ここ

で，水銀灯に使用されている高圧水銀ランプは，「水銀汚染防止法」の施行により，水銀含

有量に関係なく，令和２年 12 月 31 日以降，製造・輸出入が禁止※参考２となることが決定

しているため，水銀灯の計画的な更新が必要です。 

 

  
図 2-3 光源種別，管理基数における光源種別の割合 

 

2.4 柱種別 

柱種別ではポール式が最も多く，全体の 70%と約 26,000 基設置されています。 

     

図 2-4 柱種別，管理基数における柱種別の割合 

 

 

 

 

 

 

 

[基] 

[基] 
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３ 維持管理の基本的な考え方について 

福岡市では，「福岡市道路施設点検マニュアル」に基づき，適宜，直営灯の点検を実施して

います。日常の通常パトロールにおける不点や傾きなどの把握に加え，ランプ交換等の維持作

業時に行う通常点検や，支柱及び照明器具の損傷状態を把握するための定期点検及び詳細点検

を実施しています。また，台風などの災害により，照明灯の倒壊等の事故が発生した場合や，

異常が発見され点検が必要と判断される場合には，臨時点検を実施していきます。 

これらの点検において，異常の有無や損傷状態により判定区分をⅠ～Ⅳの４段階で評価し，

判定区分に応じて，LED 化※参考 3，補修，建替の対応を行っていきます。 

 

表 3-1 点検について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2 点検結果による判定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 点検後の対応フロー 

判定
区分

状況 損傷の状態

Ⅰ 健全  構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防措置段階
 構造物の機能に支障が生じていないが，予防保全の
 観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
 構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早期に
 措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
 構造物の機能に支障が生じるている，又は生じる
 可能性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態

点検種類 点検対象 点検内容

通常点検 球切れしたもの  道路照明灯全体を目視によって確認する。

定期点検 設置後10年超過したもの
 目視により支柱や照明器具の劣化状況等を確認し、異常の
 有無を 発見するとともに、損傷状態を記録する。

詳細点検 定期点検の結果から抽出
 高所作業車や超音波測定器等を用いて損傷の程度を把握し，
 損傷状態を記録する。

臨時点検 必要に応じて
 目視により支柱部の状態を把握する。必要に応じて高所作業車
 により灯具取付け部等の損傷部について損傷状態を確認する。
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3.1 LED 化 

  LED 化とは既設の照明柱をそのまま活用し，照明器具のみを LED 器具に更新するこ

とをいいます。福岡市では点検の結果を受けて，灯具の判定がⅢやⅣのものを対象に LED

化を実施するほか，柱が健全で光源が LED ではない直営灯に対して計画的な LED 化を

実施していきます。 

 

 

    写真 3-1 LED 化前             写真 3-2 LED 化後 

 

3.2 補修 

照明柱の補修方法として，柱の再塗装や炭素繊維の巻きつけ等があります。これらの補

修方法は一時的な延命化対策としては効果が期待できるが，補修費用等を考慮した場合，

延命化対策を施すよりも腐食の恐れが少ないアルミポールに建替えるほうが，ライフサイ

クルコストを削減できると考えられます。そのため，柱の再塗装，炭素繊維の巻きつけ等

の補修方法については費用対効果を検討し，有効な場合にのみ採用することとします。（設

置年数の浅い照明灯については，柱の再塗装が有効な場合があります） 

    

3.3 建替 

  直営灯の建替について，照明柱はアルミポールを採用し，照明器具は LED 器具を標準

とします。また，老朽化している鋼管製の直営灯については，計画的に建替を実施してい

きます。 

 

               写真 3-3 建替前          写真 3-4 建替後 
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【直営灯 LED 化推進事業】 

福岡市では直営灯の電気料金等の維持管理費や電力使用量・ＣＯ２排出量の削減を目的

として，平成 24 年度から令和 8 年度までの 15 年間で全ての直営灯を LED 化する「直

営灯 LED 化推進事業」を実施しています。 

これまでは LED 化の手法として，国庫補助事業（社会資本整備総合交付金，防災・安

全交付金）を活用した市直営工事による LED 化を実施してきたが，十分な事業予算が確

保できず，これまでの実績を考慮すると計画期間内に LED 化を完了することが難しい状

況にあります。 

そのため，今後は市直営工事に加えて，新たに ESCO 事業を活用した一括 LED 化を

導入し，計画期間内の事業完了を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-3 直営灯 LED 化推進事業の実績 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 ＬＥＤ化推進事業の推移 

＜事業概要＞ 

・直営灯約 35,000 基（平成 24.4.1 事業開始時点）の LED 化計画 

・計画期間：平成２４年度～令和８年度（１５年間） 

・総事業費：約６０億円 

・省エネ効果の高いもの（４００Ｗ水銀灯）から優先して交換 

・耐用年数を過ぎているもののうち，連続で配置されている路線を優先し， 

古いものから交換（照明器具の耐用年数は１５年と想定） 
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【参考】ESCO 事業を活用した一括 LED 化 

ESCO 事業とは，省エネルギーに関する包括的なサービスを ESCO 事業者が提供し，省

エネルギー効果の保証等により顧客の省エネルギー効果（メリット）の一部を報酬として受

取る方式です。照明灯の場合，具体的には，民間のノウハウや資金を活用して，一括して照

明灯のＬＥＤ化を実施し，LED 化に伴い削減される電気料金の一部を報酬として事業者に

支払うというものです。本市にとっては，初期投資が不要で LED 化を一気に進めることが

できるという利点があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 ESCO 事業のスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気料金

電気料金

受託者への
業務委託料

電気料金

コストメリット

削減

修繕費用等 コストメリット
削減

LED化実施後
（初年度～10年）

LED化実施前 事業期間
終了後

※必要に応じて
器具更新費用
は別途必要

＜事業概要＞ 

（1）対  象  水銀灯を中心とした直営灯 約２万基 

（2）事 業 費  約１８億円 

（3）事業期間  契約締結の翌日(令和元年度)から令和１２年度まで 

① ＬＥＤ化工事   契約締結の翌日から令和２年度まで 

② 維持管理     令和３年度から令和１２年度まで 

（4）事業のスキーム 

① 民間資金を活用し，事業者がＬＥＤ化工事を実施します。 

② ＬＥＤ化による経費の削減額（電気料金等）の範囲内で，市が事業者に

業務委託料を支払います。 

③ 事業期間中，ＬＥＤ化した直営灯の維持管理は，事業者が実施します。 
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４ 計画期間 

直営灯の維持管理については，直営灯を取り巻く状況を踏まえ，目標値や具体的な取り組み

の設定，事後評価，フィードバックを繰り返すことにより，継続的な改善活動を行うことを念

頭にしたマネジメントの仕組みを検討しています。 

そのため，本書で定める計画期間は，点検のサイクル，点検結果を踏まえた適切な計画の見

直しを考慮し，また，福岡市の政策推進プランの計画期間と終期を合わせ，令和２年度から令

和６年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

図 4 維持管理の PDCA サイクルにおける本計画の位置づけ 
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５ 対象の優先順位の考え方 

照明灯は経過年数が大きくなるにつれて，老朽化が進み，照明灯の倒壊や器具の落下の恐れ

が高くなります（耐用年数としては，溶融亜鉛メッキを施した鋼管柱は 30 年，照明器具は

15 年※参考 1-2 と言われています）。 

ただし，立地条件や施工状況によって，ポールや照明器具の老朽化の進行速度は一定ではな

く，急激に老朽化が進むものや逆に緩やかに老朽化が進むものがあります。 

そのため，照明灯の倒壊や照明器具の落下による人的物的事故を未然に防ぐために，経過年

数を一つの目安として，定期点検や詳細点検で劣化が確認されたものを優先して対策を実施す

ることとしています。 

 

 

 
スタート 

定期点検 

判定区分 

継続監視（次回点検） 

詳細点検 

40 年超過 

建替検討 

補修工法の検討 

（補修・補強） 

Ⅳ 

Yes 

No 

Ⅰ 

Ⅳ 

Ⅱ，Ⅲ 

Ⅲ 

判定区分 

Ⅱ 

10 年超過 

No 

Yes 

 

図 5 対策検討のフロー 
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６ 直営灯の状態 

設置後１０年超過の直営灯28,200基について，平成3０年度に定期点検を実施しました。

その点検結果を以下に示します。このうち，判定区分Ⅳの５６基については，同年度に撤去を

完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      表 6 平成 30 年度定期点検結果の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             図 6 判定区分別の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-1 損傷例：支柱地際部の穴あき   写真 6-2 損傷例：支柱上部の穴あき 

対策区分 Ⅳ                対策区分 Ⅳ 

 

 

※Ⅳ判定の 56 基は平成 30 年度に撤去済 

＜点検概要＞ 

・対  象 ： 設置後 10 年超過した直営灯 28,200 基 

 ・点検方法 ： 目視点検 

・点検結果は，「福岡市道路施設点検マニュアル」に基づいて，損傷の状況により 

Ⅰ～Ⅳの 4 段階で判定。 

・判定区分Ⅳについては，即時撤去。 

Ⅱ 3,449

Ⅲ 686

判定区分

Ⅰ

判定

健全

予防措置段階

計

Ⅳ

早期措置段階

緊急措置段階

28,200

基数

24,009

56
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７ 対策内容と実施時期 

今後の点検（定期点検及び詳細点検），並びに平成 3０年度に実施した定期点検の結果と照

明柱の経過年数を考慮した対策（LED 化，補修・建替）について整理します。 

 

7.1 点検 

7.1.1 定期点検 

10 年に 1 回の定期点検として，平成 3０年度に点検を実施したが，予算の平準化

を考慮し，令和元年度以降は新たに 11 年目を迎えるものを対象として，毎年約

1,200 基程度を点検していきます。なお，ESCO 事業で LED 化を実施する直営灯

（約 20,000 基）については，維持管理も ESCO 事業者の業務に含まれるため，定

期点検の対象からは除外します。 

 

・点検基数：約 1,200 基/年 × 5 年 = 6,000 基  

・点検対象：設置後 10 年超過（ESCO 事業対象を除く） 

・点検内容：「福岡市道路施設点検マニュアル」における定期点検項目 

 

7.1.2 詳細点検 

平成 30 年度に定期点検の結果からⅡ，Ⅲ判定だったものから対象を抽出し，毎年

約 700 基程度を点検していきます。 

 

・点検基数：約 700 基/年 × 5 年 = 3,500 基  

・点検対象：定期点検の結果（Ⅱ，Ⅲ判定）から抽出 

・点検内容：「福岡市道路施設点検マニュアル」における詳細点検項目 

 

7.2 対策内容 

7.2.1 LED 化 

      定期点検で把握した損傷状態のうち，照明器具の判定がⅢ判定となったもので光

源が LED ではないものについて早急に LED 化を実施します。 

また，定期点検の結果がⅠ，Ⅱ判定だったもので光源が LED ではないものについ

ては，直営灯 LED 化推進事業の計画期間である令和 8 年度を目標に，市直営工事と

ESCO 事業で LED 化を実施します。市直営工事で毎年約 600 基の LED 化を実施

し，ESCO 事業で約 20,000 基の LED 化を実施します。 

 

・市直営工事による LED 化基数：600 基/年 × 5 年 = 3,000 基 

・ESCO 事業による LED 化基数：20,000 基  

・対象：定期点検，詳細点検の結果から抽出 

光源が LED ではない直営灯 
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7.2.2 補修 

定期点検で記録した損傷状態から，Ⅱ，Ⅲ判定となったものについて必要があれば

補修を行います。ただし，補修については費用対効果を検討し，有効な場合にのみ採

用することとし，見込めない場合は補修を行わず，次項の建替を行っていきます。 

 

7.2.3 建替 

定期点検で記録した損傷状態から，Ⅲ判定となったもの，設置後 40 年超過となる

もの等を抽出し，年 200 基を目標に建替えていきます。 

     

・建替基数：200 基/年 × 5 年 = 1,000 基 

・対象：定期点検，詳細点検の結果（Ⅲ） 

設置後 40 年超過の直営灯 

 ⇒優先順位をつけて対象を選定 

 

表 7-1 対策内容と実施時期について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7-2 点検結果と対策内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＬＥＤ化，点検には H30 以降に定期点検を実施するものを含む 

 

 

計 28,200 9,500 23,000 1,000

Ⅱ 3,449
1,000

Ⅲ 686

Ⅳ 56 - - ※H30済

判定区分 基数 点検 ＬＥＤ化
補修
建替

Ⅰ 24,009

9,500 23,000

0

R2 R3 R4 R5 R6

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

定期点検 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000

詳細点検 700 700 700 700 700 3,500

市直営工事 600 600 600 600 600 3,000

ESCO事業 20,000 - - - - 20,000

補
修

建
替

計画 200 200 200 200 200 1,000

項目 計(基)

点
検

L
E
D
化

・



 

13 
 

８ 対策費用 

本書で定める計画について，点検，LED 化，補修・建替費用を試算すると，令和２年度か

ら令和６年度までの５年間で，総額約 2２億円が必要となります。 

 

表 7-2 対策内容と実施時期について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：ESCO 事業の費用は照明灯電気料金の削減額から捻出 
※２：補修・建替は区役所と連携して実施 

R2 R3 R4 R5 R6

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

定期点検 4 （千円/基） 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 24,000

詳細点検 18 （千円/基） 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 63,000

市直営工事 200 （千円/基） 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 600,000

ESCO事業※1 - （千円/基） - - - - - -

補
修

建
替 計画※２ 1,500 （千円/基） 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000

437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 2,187,000

単　価 計[千円]

点
検

L
E
D
化

計 [千円]

予　算
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【参考】 

＜参考１＞日本照明工業会の資料 

 ◆参考１-１ 鋼製照明用ポール点検・診断のすすめ 

日本照明工業会が作成した「鋼製照明用ポール点検・診断のすすめ」を紹介します。設置

後３０年が経過した鋼管柱の約７割に危険な腐食が見られることを示しています。 

 

  

出典:（一社）日本照明工業会が公開している資
料より引用（ホームページで取得可能） 
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◆参考１-２ 照明器具の耐用年数について 

 日本照明工業会がホームページに掲載しているポスターを紹介します。ホームページでは，

照明器具の耐用年数について以下の説明がされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：（一社）日本照明工業会が公開している資

料より引用（ホームページで取得可能） 

減価償却資産となる建築付帯設備のうち照明器具を含む電気設備の法定耐用年数は 15
年と決められていますが（国税庁），電気用品安全法では，照明器具等の電気絶縁物の寿命
を 40,000 時間としています。 

また，JIS C 8105-1 の解説では適正交換の目安は通常使用で 10 年としています。 
（一社）日本照明器具工業会ガイド 111 では 耐用年限を「適正交換時期」と「耐用の

限度」に規定しており，「適正交換時期」を 8～10 年，「耐用の限度」を 15 年としていま
す。業界としては「適正交換時期」を器具の寿命と考えています。 
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＜参考２＞水俣条約・水銀汚染防止法対策 

日本照明工業会が作成した【「水銀に関する水俣条約」の国内担保状況について】を紹介し

ます。福岡市内には約 16,000 基の水銀灯が設置されているため，球替え時に水銀灯から別

の光源に変更する対応が必要となります。 

 

 

  

出典：（一社）日本照明工業会が公開している資

料より引用（ホームページで取得可能） 
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 ＜参考３＞LED 化手法 

◆参考３-１ 幹線道路 

  幹線道路に多く設置されているポール式の直営灯については，柱の健全性を確認したう

えで既設の照明柱をそのまま活用し，照明器具のみを LED 器具に更新する LED 化手法を

採用しています。 

 

また，LED 化については，コストメリットを重視し，出力の大きなもの（主に水銀灯）

から優先的に実施している。なお，幹線道路においても一部共架式のものが設置されており，

こちらは共架式 LED 照明を採用しています。 

 

 

図２．ポール式道路照明の LED 化 

 

 

図３．共架式照明の LED 化 
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◆参考３-2 生活道路 

生活道路の直営灯については，既設水銀灯などの球切れ時に球交換をせずに LED 照明器

具一式を更新しています（平成２６年度に方針決定）。 

 

図４．生活道路の防犯灯(直営灯) 

 

◆参考３-３ その他  

（１）デザイン照明の LED 化方法 

デザイン照明の多くは歩道照明として設置されており，ほとんどの照明器具が耐用年数

を超過して運用されています。デザイン照明の LED 化は原則としてカタログ掲載品を採

用していますが，意匠上やむを得ない場合についてのみ特注品の LED 照明を導入するこ

とを平成 28 年度の技術検討委員会で審議し方針を定めました。 

 

なお，デザイン照明の LED 化は現時点ではコストが高くなるため，LED 化の優先順位

を低くしています。 

 

       

図５．デザイン照明の例 
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（２）LED ランプ方式，LED ユニット工法 

（２）－１ LED ランプ方式 

デザイン照明を比較的安価に LED 化する手法として，水銀灯用安定器を LED 専用電

源に取り替え，水銀ランプを LED ランプに交換し既存照明器具筐体を再利用する LED

ランプ方式があります。 

 

     

図６．LED ランプ方式，LED ランプ例 

 

（２）－２ LED ユニット工法 

デザイン照明を LED 化する手法として，LED ユニットをデザイン照明器具の筐体に合

致する形で組み込んで加工する LED ユニット工法があります。 

 

 

図７．LED ユニット工法 

 

LED ランプ方式，LED ユニット工法のどちらについても既設照明器具の筐体を使用し

続ける場合は，筐体自体の腐食やボルト・パッキン等の劣化状況を十分に考慮して導入す

る必要があります。筐体の照明器具としての耐用年数を考慮し，筐体ごと取り替えて LED

化する手法が考えられますが，デザイン照明の筐体を制作する必要があるため，より割高

になります。  
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【管理担当部署】 

道路下水道局 管理部 道路維持課 電気施設係 

TEL ：092-711-4488 （内線 3064） 

E-mail： doroiji.RSB@city.fukuoka.lg.jp 
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